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市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
と
相
談

平
成
30
年
分

申
告
の
前
に
準
備
を

　
申
告
、
相
談
会
場
は
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
事
前
に
申
告

に
必
要
な
領
収
書
な
ど
の
計
算
を

済
ま
せ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
受
け
付
け
は
、
終
了
の
30
分
前

ま
で
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
混

雑
状
況
に
よ
り
、
受
付
時
間
内
で

も
受
け
付
け
を
終
了
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

申
告
案
内
は
が
き
の
郵
送

　
前
年
の
状
況
に
よ
り
申
告
が
必

要
と
思
わ
れ
る
人
に
、
申
告
案
内

の
は
が
き
を
郵
送
し
ま
す
。

　
申
告
用
紙
は
、
各
申
告
会
場
と

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

郵
送
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
の
で
、

希
望
す
る
場
合
は
、
税
務
課
市
民

税
担
当
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

相談場所＝公民館

期　日 場　所 時　間 対象地区

２月 18日（月）～３月１日（金） 新里総合センター３階第１会議室 9：00～ 16：00 市内全地区

期　日 場　所 時　間 対象地区

２月 18日（月）
梅田公民館

9：00～ 13：00 市内全地区

菱公民館

２月 19日（火） 川内公民館

２月 20日（水） 境野公民館

２月 21日（木） 広沢公民館

２月 22日（金） 相生公民館

期　日 場　所 時　間 対象地区

２月 21日（木）

黒保根支所
１階フロア

9：00～ 15：00

川口・城・本宿

２月 22日（金） 清水・出合原・前田原

２月 25日（月） 鹿角・高楢・楡沢・柏山（下、上）

２月 26日（火） 旧水沼下・八木原

２月 27日（水） 旧水沼上・津久瀬

２月 28日（木） 涌丸（下、上）・田沢（下、中、上）

３月 1日（金）～ 3月 8日（金） 9：00～ 12：00 市内全地区

期　日 場　所 時　間 対象地区

２月 25日（月）～３月 15日（金） 市役所６階会議室 9：00～ 16：00 市内全地区

相談場所＝黒保根支所　※土・日曜日を除く

相談場所＝市役所　※土・日曜日を除く。3月4日（月）から 8日（金）までは、税理士会の申告受付コーナーも設置します。

相談場所＝新里支所　※土・日曜日を除く　

　

平
成
30
年
分
の
市
民
税
・
県
民
税
（
市
・
県
民
税
）
の

申
告
と
相
談
を
下
の
表
の
日
程
で
受
け
付
け
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
税
務
課
市
民
税
担
当（
☎
内
線
２
２
６
）、

ま
た
は
新
里
支
所
市
民
生
活
課（
☎
74
２
２
１
２
）、
黒
保
根

支
所
市
民
生
活
課（
☎
96
２
１
１
１
）へ
。

市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
と
相
談
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申
告
が
必
要
な
人

　
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な

人
は
、
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

居
住
し
て
い
る
人
で
す
。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は
、

申
告
が
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人

②
給
与
所
得
者
で
給
与
支
払
報
告

書
が
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
提
出

さ
れ
た
人
の
う
ち
、
そ
の
他
の
所

得
が
な
い
人

③
公
的
年
金
収
入
の
他
に
所
得
が

な
い
人
で
、
年
金
の
源
泉
徴
収
票

に
記
載
さ
れ
た
控
除
に
変
更
が
な

い
人

④
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

人
の
う
ち
、
所
得
課
税
証
明
を
必

要
と
し
な
い
人

※
税
制
改
正
に
よ
り
、
合
計
所
得

金
額
１
０
０
０
万
円
超
の
人
の
配

偶
者
で
、
①
～
④
に
当
て
は
ま
ら

ず
、
確
定
申
告
な
ど
に
お
い
て
同

一
生
計
配
偶
者
と
し
て
申
告
さ
れ

て
い
な
い
場
合
は
、
申
告
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が

必
要
で
す

　
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
の
導
入
に
伴

い
、
申
告
書
に
は
本
人
や
扶
養
親

族
、
事
業
専
従
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
申
告
の
際
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
番
号
確
認
書
類

（
番
号
通
知
カ
ー
ド
・
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
な

ど
）
と
身
元
確
認
書
類
（
写
真
付

身
分
証
明
書
な
ど
）
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

税
務
署
で
の
確
定
申
告
が

必
要
な
人

　
次
に
該
当
す
る
人
は
市
役
所
で

は
申
告
で
き
ま
せ
ん
。
桐
生
税
務

署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
準
確
定
申
告
（
死
亡
し
た
人
の

申
告
）
を
す
る
人

▼
青
色
申
告
を
す
る
人

▼
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
適

用
を
受
け
る
人

▼
土
地
・
建
物
の
売
却
に
よ
る
収

入
が
あ
っ
た
人

▼
株
式
の
売
却
に
よ
る
収
入
が
あ

っ
た
人

▼
雑
損
控
除
の
適
用
を
受
け
る
人

▼
繰
越
控
除
（
純
損
失
・
雑
損

失
）
の
適
用
を
受
け
る
人

▼
先
物
取
引
に
よ
る
収
入
が
あ
っ

た
人

▼
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
（
Ｆ

Ｘ
）
に
よ
る
雑
所
得
が
あ
っ
た
人

▼
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
所
得
が

あ
っ
た
人

▼
山
林
所
得
が
あ
っ
た
人

▼
修
正
・
更
正
の
請
求
を
す
る
人

▼
贈
与
税
・
消
費
税
の
申
告
を
す

る
人　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

｢

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー｣

　
よ
く
あ
る
税
の
質
問
に
対
す
る

　平成30年分介護保険料口座振替済通知書
と後期高齢者医療保険料口座振替済通知書を、
それぞれ１月中旬に郵送します。
　この通知書には、平成30年１月から12月
までに口座振替により納付された保険料額を
記載しています。
　確定申告の際に必要となりますので、大切
に保管してください。
　介護保険料の問い合わせは、長寿支援課介
護管理給付係（☎内線390・391）へ、後期
高齢者医療保険料の問い合わせは、医療保険
課保険税係（☎内線274・275）へ。

　老齢年金を受けている人に、１月中旬から
下旬までに日本年金機構から「公的年金等の
源泉徴収票」が郵送されます。１月31日ま
でに源泉徴収票が届かない場合や紛失した場
合は、年金証書を持参のうえ、桐生年金事務
所で再発行の手続きをしてください。
　この源泉徴収票には、平成30年１月から
12月までの１年間に支払われた年金額、源
泉徴収された税額、控除の内容が記載されて
います。年金のほかに収入があるなどの理由
で確定申告をする人は、この源泉徴収票が必
要になりますので、大切に保管してください。
　なお、遺族年金、障害年金には税金がかか
りませんので、これらを受給している人には
源泉徴収票は送られません。
　問い合わせは、桐生年金事務所（☎44 ‐
2311）または市民課年金係（☎内線273）へ。

口座振替済通知書を
郵送します

年金の源泉徴収票を
郵送します 一

般
的
な
回
答
を
税
金
の
種
類
ご

と
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
る
検
索

も
で
き
ま
す
。

　
確
定
申
告
書
作
成
の
参
考
と
し

て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

（http://w
w
w
.nta.go.jp/

）

　
検
索
サ
イ
ト
で
「
タ
ッ
ク
ス
ア

ン
サ
ー
」
と
検
索
し
て
も
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
税
務
署

（
☎
22
３
１
２
１
、
自
動
音
声
に

従
い
「
２
」
を
選
択
）
へ
。

関
東
信
越
税
理
士
会
桐
生
支
部

休
日
無
料
税
務
相
談
会

　
仕
事
な
ど
で
平
日
に
税
務
署
に

行
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
の
確
定

申
告
を
、
税
理
士
が
無
料
で
サ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　
複
雑
な
相
談
に
は
、
有
料
で
の

対
応
に
な
る
場
合
や
会
場
で
対
応

で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
完
全
予
約
制
で
、
定
員
は
40
人

で
す
。
定
員
に
な
り
次
第
申
し
込

み
受
け
付
け
を
終
了
し
ま
す
。

期
日
＝
２
月
24
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
９
時
30
分
～
午
後
５

時場
所
＝
桐
生
商
工
会
議
所
３
階

櫻さ
く
らの
間

申
し
込
み
＝
２
月
１
日
（
金
）
か

ら
（
平
日
の
午
前
10
時
か
ら
午

後
４
時
ま
で
）、
電
話
で
関
東

信
越
税
理
士
会
桐
生
支
部
事
務

局
（
石
原
会
計
事
務
所
内
、
☎

52
２
６
７
７
）
へ
。

桐生市役所　　☎0277‐46‐1111




